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転勤後も居住の母らを生計一と認めず
引続き居住も生計一親族に該当せず、審判所も住宅ローン控除適用不可

税 務

　住宅借入金等特別控除（住宅ローン控
除）の適用を受けるための要件の1つとし
て、納税者がその年の12月31日まで引き
続き家屋を居住の用に供していることが必
要とされている。ただし、家屋の所有者で
ある納税者が転勤等のやむを得ない事情に
より年末まで引き続き居住することができ
ない場合には、その家屋を納税者と生計を
一にする親族が引き続き居住の用に供して
おり、転勤等のやむを得ない事情が解消し
た後は納税者が共にその家屋に居住するこ
ととなると認められるときは、納税者がそ
の家屋を引き続き居住の用に供しているも
のとして住宅ローン控除の適用が認められ
ている（所得税関係措置法通達41−2）。
　本件で問題となったのは、納税者の転勤
により納税者及び妻子が居住しなくなった
本件家屋に引き続き居住している納税者の

母ら（母・義父・納税者の弟）が納税者と生
計を一にする親族に該当するか否かという
点である。納税者は、審査請求のなかで、
収入の少ない母らに対して仕送りをしてい
ることなどを指摘したうえで、納税者の母
らは生計一親族に該当することから措置法
通達41−2の定めにより住宅ローン控除の
適用を受けることができる旨を主張した。
　審判所はまず、「生計を一にする」の法令
解釈について、同一の生活単位に属し、相助
けて共同の生活を営み、ないしは日常生活
の糧を共通にしていることと解されるとし
た。そして本件について審判所は、納税者
の母らは基本的には年金や給与収入から日
常の生活費を支出して生計を立てており、
時に納税者から年間約25万円の送金等を受
けることがあったものの、基本的には納税
者とは独立の世帯として生計を営んでいた
ことがうかがわれるとした。これを踏まえ
審判所は、納税者と納税者の母らが同一の
生活単位に属し、相助けて共同の生活を営
み、ないしは日常生活の糧を共通にしてい
たとまで認めることはできないと判断した
うえで、納税者の母らは措置法通達41−2
が規定する生計を一にする親族に該当する
とはいえないことから、納税者の母らが本
件家屋を居住の用に供していたとしても納
税者は住宅ローン控除の適用を受けること
はできないと結論付けた。

転勤による住宅ローン控除、家屋
に引き続き居住している納税者の
母らが生計一親族に該当して適用
が認められるか否かが争われた裁
決（広裁（所）令6第12号）。

審判所、母らは送金等受けるも基
本的に納税者とは独立世帯として
生計を営んでいたことがうかがわ
れるので生計一親族に該当せず。
納税者は住宅ローン控除適用不可。

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   　商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531.html
☎0120-6021-86 　　 見本誌請求  https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
　　　　　　　　　 立ち読みコーナー　https://www.lotus21.co.jp/ta

https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531
https://www.lotus21.co.jp/ta
テキストボックス
最新号を含む見本誌を無料で進呈しております。下記よりご請求下さい

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html

	見本誌請求ページへ: 


